川崎町産木材利用促進住宅整備事業補助金交付要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は、林業の活性化及び木材とのかかわりを深めることによる森林整備への意識の醸成を図るため、町内で伐採された木材（以下「町産木材」という。）の積極的な利用を促進するため、町産木材を使用して住宅を建築しようとする者に対し、予算の範囲内で川崎町産木材利用促進住宅整備事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、川崎町補助金等交付規則（昭和56年川崎町規則第10号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）定住　町内に永住し、又は相当期間生活の本拠地を置くことをいう。
（２）住宅　一戸建て住宅で、延べ床面積が80㎡以上あり、居室のほかに便所、浴室、台所を備えるものをいう。
（３）　町内建築業者　町内に事務所を有する住宅建設関連事業者等で、建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく許可を受けた法人又は個人及び川崎町建設職組合に所属する者若しくはこれ以外のもので町長が認めるものをいう。
　（補助金対象者及び補助金交付の要件）

第３条　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、町民、及び移住者で次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 

（１）定住する目的で住宅を新たに建築する又は増改築する者であり、かつ、その住宅において１m3以上の町産木材を新たに使用する者。
（２）前号で定める住宅建築における建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項で規定する申請書の受理日が令和５年４月１日以降であること。
（３）町内建築業者により建築されるもの。
（４）補助対象者及び世帯の全員が町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。 

（５）生活保護法（昭和25 年法律第144 号）第11 条に規定する扶助を受けていないこと。 

 (６) 日本国籍を有していること。 
（７）支倉清水向宅地分譲地内の建築ではないこと。
（８）補助金の交付は当該年度において一戸の住宅につき１回限りとする。
（補助対象経費）
第４条　補助事業の対象経費は、前条で定める住宅建築に要した費用とする。

　（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助単価（１立方メートルにつき５０，０００円）に町産木材の使用材積を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、５００，０００円を限度とする。
（補助金の交付申請）

第６条　規則第３条第１項の規定による補助金の交付申請は、川崎町産木材利用促進住宅整備事業補助金交付申請書（様式第１号から様式第１号の４）に関係書類を添えて、工事着手前に町長に提出するものとする。
（交付決定の通知）
第７条　町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、川崎町産木材利用促進住宅整備事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）に通知するものとする。
（変更等の手続き）
第８条　交付決定者は、規則第５条第１項１号又は３号に規定する補助事業の内容変更又は中止を行うときは、川崎町産木材利用促進住宅整備事業変更（中止）承認申請書（様式第３号から様式第３号の４）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
（実績報告）
第９条　規則第12条の規定による実績報告は、川崎町産木材利用促進住宅整備事業実績報告書（様式第４号から様式第４号の２）に関係書類を添えて、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。
（補助金の請求）
第10条　補助金の請求は、川崎町産木材利用促進住宅整備事業補助金交付請求書（様式第５号）によるものとする。

（交付決定の取り消し）
第11条　町長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
（１）　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
（２）　この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
（３）　交付決定者が、補助金を交付された日から起算して５年以内に町外に転出したとき。
（補助金の返還）
第12条　町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に補助金の返還を命じるものとする。
（その他）
第13条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
　附　則
　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

